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広告

　オレンジカフェは、認知症の
方やその家族、地域住民、専門
職など、誰もが気軽に参加でき、
集うことのできる場所です。
　介護や認知症に関する相談を
お受けすることもできます。
 しもつけ茶屋
■日時
　11月9日㈬・17日㈭
　午前10時～正午
■場所　グリーンタウンコミュ
ニティセンター
 より処グリム
■日時　毎月第3金曜日
　11月18日㈮
　午前10時～正午
■場所　グリムの館

 おひさま
■日時
　11月30日㈬
　午後1時～3時
■場所
　サン薬局（文教1-19-4）
 ゆうゆう茶屋
■日時　毎月第1金曜日
　11月4日㈮、12月2日㈮
　午前10時～正午
■場所
　ゆうがお作業所(ゆうゆう館)
 共通事項
　検温、手指消毒、飲み物持参
にご協力ください。
■申し込み・問い合わせ先
　高齢福祉課　☎(32)8904

オレンジカフェ 認知症の方を介護している
介護者交流会

　認知症の方を介護している家
族の交流と情報交換の場所です。
同じ立場の仲間同士の時間を過
ごしてみませんか？
■日時　11月25日㈮
　午前10時～正午
■場所　市役所
■対象者
　現在介護している方、または
介護した経験がある方
■参加費　無料
■問い合わせ先
　高齢福祉課
　☎(32)8904

　農地の利用促進を図り、利用状況を把握するため、8月29日から9月1日の
4日間、農業委員会（農業委員、農地利用最適化推進委員、事務局）が農政
課や農業公社と連携し、農地パトロールを行いました。
　パトロール結果から、遊休農地等の対象になった農地所有者等に改善の依
頼を通知するとともに、今後農地をどのように管理
していくのかを確認する利用意向調査を行います。
　この調査にご協力いただけなかった農地所有者等
には、農業委員会から農地中間管理機構と協議する
ようお願いすることがあります。
遊休農地とは
•過去1年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、今後も農地所有
者等による農地の維持管理（草刈り、耕起等）や農作物の栽培が行われる見
込みがない農地
•農作物の栽培が行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる
栽培方法と認められる利用の様態と比較して、その程度が著しく劣っている
農地など
■問い合わせ先　農業委員会事務局　☎(32)8915

農地パトロールを実施しました 個人事業税の納税

　11月は、令和3(2021)年
中に個人で事業を営まれ
ていた方の第2期分の納期
となります。
　 納 期 限 は11月30日 ㈬
ですので、最寄りの金融
機関等で納付してくださ
い。
　なお、第2期分の納付書
は第1期分と併せて8月に
発送済みです。紛失など
がありましたら、下記ま
でご連絡ください。
■問い合わせ先
　栃木県税事務所
　☎0282(23)3414
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